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全体会計財務書類に係る注記 

 

１ 重要な会計方針 

 (1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

  ア 有形固定資産 

    原則として、取得原価により評価しています。ただし、開始時の評価

基準及び評価方法については、次のとおりです。 

   (ｱ) 昭和５９年以前に取得したもの ・・・・・ 再調達原価 

   (ｲ) 昭和６０年以降に取得したもの 

     取得原価が判明しているもの ・・・・・・ 取得原価 

     取得原価が不明なもの ・・・・・・・・・ 再調達原価 

  イ 無形固定資産 

    原則として、取得原価により評価しています。ただし、開始時の評価

基準及び評価方法については、次のとおりです。 

    取得原価が判明しているもの ・・・・・ 取得原価 

    取得原価が不明なもの ・・・・・・・・ 再調達原価 

 (2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

  ア 有価証券 

   (ｱ) 市場価値のあるもの ・・・・・ 会計年度末における市場価格 

   (ｲ) 市場価値のないもの ・・・・・ 取得原価 

  イ 出資金 

   (ｱ) 市場価値のあるもの ・・・・・ 会計年度末における市場価格 

   (ｲ) 市場価値のないもの ・・・・・ 出資金額 

 (3) 有形固定資産等の減価償却の方法 

   定額法を採用しています。 

 (4) 引当金の計上基準及び算定方法 

ア 投資損失引当金 

    市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体に対するものに

ついて、実質価額が低下した場合に、実質価額と取得価額との差額を計

上しています。 

  イ 徴収不能引当金 

    過去５年間の平均不納欠損率により算出した徴収不能見込額を計上し

ています。 
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  ウ 退職手当引当金 

    期末に、自己都合により退職した場合に必要となる額を計上していま

す。 

  エ 損失補償等引当金 

    履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、「地方公共団

体の財政の健全化に関する法律」に規定する将来負担比率の算定に含め

た将来負担額を計上しています。 

  オ 賞与引当金 

    翌年度６月支給予定の期末勤勉手当及び法定福利費相当額の当年度の

負担額を計上しています。 

 (5) リース取引の処理方法 

   以下の企業会計に準じた基準のほか、重要性の原則に照らし合わせて資

産と費用の分類を行っています。 

  ア ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及び

リース契約１件当たりのリース料総額が３００万円以下のファイナン

ス・リース取引を除く。） 

    通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

  イ ア以外のファイナンス・リース取引 

    通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

  ウ オペレーティング・リース取引 

    通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

 (6) 資金収支計算書における資金の範囲 

   地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金とし

ています。 

 

２ 重要な会計基準の変更等 

  該当ありません。 

 

３ 重要な後発事象 

  該当ありません。 
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４ 偶発債務 

  他団体の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っています。 

団体名 確定債務額 

履行すべき額が決定していない

損失補償債務等 
総額 

損失補償等 

引当金計上額 

貸借対照表 

未計上額 

秦野市 

土地開発公社 
－ 906,387 千円 1,045,483 千円 1,951,870 千円 

計 － 906,387 千円 1,045,483 千円 1,951,870 千円 

 

５ 追加情報 

 (1) 対象範囲（対象とする会計名） 

  ア 一般会計 

  イ 国民健康保険事業特別会計（全部連結） 

  ウ 介護保険事業特別会計（全部連結） 

  エ 後期高齢者医療事業特別会計（全部連結） 

  オ 水道事業会計（全部連結） 

  カ 公共下水道事業会計（全部連結） 

 (2) 出納整理期間 

   地方自治法第２３５条の５の規定により出納整理期間が設けられていま

す。当会計年度に係る出納整理期間における現金の受払い等を終了した後

の計数をもって会計年度末の計数としています。 

 (3) 表示単位について 

   各項目の金額を表示単位未満で四捨五入により処理しているため、合計

等の金額が一致しない場合があります。 

 


